
 

 

 

市第 96 号議案 平成 30 年度 横浜市一般会計補正予算(第２号) （関係部分） 

 
平成 30 年度 12 月補正予算案の概要 

 
 

12 月補正では、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対する「入学準備費」の

単価引き上げの実施、子安小学校の移転に伴う土地取得の実施や、市民からの寄附金を活用

した高規格救急車の購入な ど、必要な歳入歳出予算補正等を実施します。 
 

【歳入歳出予算補正】         

一般会計       ３事業      2,790 百万円 

 

【債務負担行為補正】         

予算外義務負担の追加 １件（企業会計） 

 

【繰越明許費補正】         

一般会計       １件 

 

※ 本資料の数値は各項目で四捨五入等を行っているため、合計が一致しない場合があります。 
 

 
 ※網掛け部分が当局所管 

 

１．一般会計の歳入予算補正 
 

 

 

 

 

 

 

（２） 県支出金                              1 百万円 
   （市町村被災児童生徒等就学支援事業費補助金を収入見込額にあわせ補正） 

 

 

（３） 寄附金                              30 百万円 
   （救急救命活動事業寄附金を収入見込額にあわせ補正） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 30 年 1 2 月 1 4 日 
政策・総務・財政委員会 
配 付 資 料 
財 政 局 

（４） 繰越金                           2,043 百万円 

   （平成 29 年度決算剰余金<7,278 百万円>の２分の１にあたる前年度繰越金<3,639 百万円> 

のうち、９月補正で活用した<1,596 百万円>の残額<2,043 百万円>を補正） 

                      予算議案２ページ 予算説明書７ページ 

（１） 市税（固定資産税）                      717 百万円 

（平成 30 年度市税留保分<固定資産税：2,000 百万円>の一部<717 百万円>を補正） 

予算議案２ページ 予算説明書７ページ 



 

 

２．一般会計の歳出予算補正 
 

 

（１）就学奨励費                        195 百万円〔一般財源〕 

  

     経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対する入学準備費について、生活保護基

準の見直しに伴い、単価の引き上げを実施します。 

 

    ◆入学準備費の概要 

     ・対象者（平成 31 年度入学予定者） 

① 生活保護を受けている方のうち教育扶助未受給の方 

② 平成 29 年４月以降生活保護を受けられなくなった方 

③ 児童扶養手当を受けている方 

④ その他経済的にお困りの方 

     ・入学準備費の対象 

      小学校または中学校へ入学するにあたって通常必要とする学用品及び通学用品 

      （例：かばん、上ばき、通学用服、くつ、雨傘等） 

     ・支給額 

      小学校 63,100 円（変更前 40,600 円） 

      中学校 79,500 円（変更前 47,400 円） 

     ・支給時期 

      入学前の３月 

 

◆今回の補正内容 

     小学校及び中学校入学前の入学準備費を補正 

 

 

 

（２）学校用地購入費                     2,566 百万円〔一般財源〕 

  

     子安小学校の移転（平成 30 年４月）に伴い、土地所有者との協議が整ったことから、移転

先の土地（※）を取得します。 

    ※ 現在は、賃貸借契約を締結し、学校運営を行っています。 

 

◆今回の補正内容 

     子安小学校の土地取得費を補正 

 

 

 

 

 

 



 

（３）消防車両購入費                    30 百万円〔その他（寄附金）〕 

 

     市民から本市への遺贈（寄附金）を活用し、高規格救急車１台及び救急用資器材を購入し

ます。 
 

◆寄附の概要 

 ・寄附者    磯子区に在住であった故人 

 ・寄附金額   30 百万円 

  

◆今回の補正内容 

高規格救急車（蒔田消防出張所に配備予定）及び救急用資器材の整備費を補正  

※あわせて、31 年度にかかる繰越明許費を設定 

   

 

 

３．債務負担行為補正（予算外義務負担の追加） 
 

（１）企業会計  １件 

ア 新たに予算外義務負担の設定を行うもの 

（ア）下水道事業会計 
 

事 項 期 間 限度額 

北部汚泥資源化センター下水汚泥処理

設備の整備及び維持管理 

平成 31 年度から 

平成 50 年度まで 
4,800 百万円  

     

【設定理由】 

       平成 30 年４月の改正大気汚染防止法の施行により規定された、新たな焼却炉の排ガス

排出基準に適合させる必要があり、現在、契約締結を行っている北部汚泥資源化センタ

ー下水汚泥処理設備の整備及び維持管理事業（ＰＦＩ事業）について、設備改造等とこ

れに伴う維持管理を追加するため、新たに予算外義務負担を設定します。 
 

 

 

 

４．繰越明許費補正 
 

（１）一般会計             １件   明許設定額  30 百万円 

               （消防車両購入費について設定） 

 

 

 ◆添付資料 

  資料  30 年度 12 月補正について≪総括表≫ 

 

 



30年度 12月補正について　《総括表》
１　歳入歳出予算補正

（単位：百万円）

局名 補正額 国費 県費 その他 市債 一般財源

30 0 0 30 0 0

195 0 0 0 0 194

2,566 0 0 0 0 2,566

2,790 0 0 30 0 2,760

２　債務負担行為設定

（単位：百万円）

局名 限度額 国 県 その他 市債
一般会計
繰入金

環創 4,800 1,200 0 2,600 1,000 0

３　繰越明許費補正

（単位：百万円）

局名 設定額

消防 30

30

一般会計

事業名

消防 消防車両購入費

教育 就学奨励費

教育 学校用地購入費

一般会計　合計

企業会計

名称・設定期間
【会計名称】

北部汚泥資源化センター下水汚泥処
理設備の整備及び維持管理
（平成31年度～平成50年度）
【下水道事業会計】

一般会計

事業名

消防車両購入費

設定額　合計

資料


